
我孫子市一般職の職員の給与に関する条例の一部  

を改正する条例に関する資料       

 

１ 給料を減額する特例措置（附則第１８項）の改正内容 

 ６級 

（課長補佐級） 

７級 

（課長級） 

８級 

（部長級） 

減額割合 
改定前 ２．０％ ２．５％ ２．５％ 

改定後 １．０％ ２．０％ ２．０％ 

２ 対象職員数及び平均年齢 

       （令和６年１月１日現在）  

 ６級 ７級 ８級 

対象職員数 ６７人 ７７人 １３人 

平 均 年 齢 ５０．６歳 ５３．８歳 ５８．５歳 

３ 給料を減額する特例措置の経緯  

平成２２年度 ２級以上について２％の減額措置を開始 

平成２５年度 ５級を３％、６級及び７級を３．５％に減額割合引上げ 

平成２７年度 
７級制から８級制への移行（１級を１級・２級に分割）に

伴い、減額対象職員を２級以上から３級以上に整理 

令和元年度 ３級の減額割合を２％から１．５％に引下げ 

令和４年度 ３級及び４級の減額措置を撤廃 

令和５年度 
５級の減額措置を撤廃 

６級を２％、７級及び８級を２．５％に減額割合引下げ 

４ ラスパイレス指数及び県内順位  

Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

１０４．２ １０２．５ １０２．７ １１１．６ １１１．１ １０２．７ １０１．７ 

１位 １１位 １０位 ６位 ７位 ６位 ６位 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

１０１．１ １０１．３ １００．８ １００．９ ９９．５ ９９．３ ９８．８ 

１７位 １６位 ２８位 １９位 ３４位 ４１位 ４４位 

 


